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令和5年（2023年）1月28日（土）　埼玉県議会だよりNo．172

12月13日（火曜日）

村岡正嗣
（共産党）

千葉達也
（自民）

岡田静佳
（自民）

12月14日（水曜日）

美田宗亮
（自民）

飯塚俊彦
（自民）

高橋政雄
（自民）

妊
娠
し
て
も
病
気
や
経
済
事

情
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ

り
産
む
こ
と
が
か
な
わ
ず
人
工
妊

娠
中
絶
を
選
択
す
る
方
が
い
る
。

中
絶
を
考
え
て
い
る
方
、
経
験
さ

れ
た
方
の
身
体
的
・
精
神
的
ケ
ア

の
支
援
状
況
を
伺
う
。ま
た
、相
談

窓
口
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
分
か
り
や

す
く
し
、
中
絶
に
関
す
る
正
し
い

情
報
提
供
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
に
ん
し
ん
Ｓ
Ｏ
Ｓ
埼
玉
」

な
ど
で
人
工
妊
娠
中
絶
に
関

す
る
相
談
を
受
け
て
い
る
。
保
健

師
な
ど
専
門
相
談
員
が
精
神
的
ケ

ア
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
地
域
の

サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
支

援
す
る
。今
後
、人
工
妊
娠
中
絶
に

特
化
し
た
Ｈ
Ｐ
を
作
成
し
、
相
談

窓
口
に
た
ど
り
着
き
や
す
く
し
、

着
実
に
正
し
い
情
報
を
届
け
る
。

保健・医療

Ａ Ｑ

※１　リスキリング
　　�　リスキリング（Reskilling）は、
職業能力の再開発、再教育のこと
をいう。ＤＸなど技術革新に対応
するため、業務上で必要な新しい
知識やスキルを従業員が学ぶこ
と、または会社が従業員に学ばせ
ること。

※２　�埼玉県証紙条例を廃止する等の条例
　　�　手数料等の納付におけるキャッ
シュレス決済を推進するため、埼
玉県証紙条例等を廃止し、関係条
例について必要な改正をする条
例。令和４年１２月定例会で提案さ
れ、可決された。これにより、証
紙制度は廃止となり、証紙の販売
は令和５年１２月末まで、証紙の使
用期限は令和６年３月末日までと
なる。

※３　成年後見制度
　　�　認知症、知的障害、精神障害な
どにより物事を判断する能力が十
分でない方について、本人の権利
を守る援助者（「成年後見人」な

ど）を家庭裁判所が選任すること
で、本人を法律的に支援する制度。

※４　市民後見人
　　�　弁護士など専門職以外の市民
で、本人と親族関係がなく、市町
村などが行う研修を修了し、成年
後見制度に関して必要な知識や技
術、社会規範、倫理性を身に付
け、家庭裁判所から選任された成
年後見人等のこと。

※５　業務継続計画（BCP）
　　�　業務継続計画（BCP：Business

Continuity�Plan）」は、自然災害
等の緊急事態に遭遇した場合にお
いて、中核となる業務（事業）の
継続あるいは早期復旧を可能とす
るために、平常時に行うべき活動
や緊急時における業務（事業）継
続のための方法、手段などを取り
決めておく計画のこと。

用 語 解 説

本会議の様子

人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る

精
神
的
・
身
体
的
な
支
援

に
つ
い
て

本会議の模様はインターネット中継でご覧になれます。左からアクセスできます。
ぜひ、ご覧ください!!

県議会マスコット「ポッポ」

意見書・決議

意見書4件を可決し、国に提出しました。また、決議1件を全会
一致で可決しました。
（●は全会一致での可決、〇は賛成多数による可決）

●�不動産登記法第１4条第１項に基づく登記所備付地図の早期集中的
な整備を求める意見書
●�株式会社日本政策金融公庫の生活衛生貸付の利率引下げ等を求め
る意見書
●�視覚障害者等の踏切利用時における安全対策の充実強化を求める
意見書
○�台湾のＣＰＴＰＰ（環太平洋パートナーシップに関する包括的及
び先進的な協定）加入を積極的に支援するよう求める意見書

●�北朝鮮による弾道ミサイルの発射に重ねて断固抗議し、制裁措置
の厳格な履行等を求める決議

一般質問の質疑質
問・答弁の全文は
こちらからご覧に
なれます。▶

ホームページで
ご覧になれます

成
年
後
見
制
度
の
普
及
に
当

た
り
、
市
民
後
見
人
の
養
成

は
重
要
だ
が
、
現
状
で
は
そ
の
数

は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
市
民
後

見
人
の
養
成
を
行
う
市
町
村
を
ど

の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
の
か
伺

う
。
ま
た
、
養
成
さ
れ
た
市
民
後

見
人
の
活
躍
の
機
会
を
確
保
す
る

た
め
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い

く
の
か
伺
う
。

補
助
金
や
講
師
派
遣
、
専
門

家
派
遣
、
市
民
後
見
人
を
選

任
す
る
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
講
義

な
ど
市
町
村
支
援
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
研
修
修
了
者
は
市
民
後
見

人
に
選
任
さ
れ
な
い
場
合
で
も
生

活
支
援
員
な
ど
権
利
擁
護
の
業
務

に
３
０
０
人
以
上
携
わ
っ
て
お

り
、
今
後
も
活
躍
の
場
が
広
が
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

福祉

Ａ Ｑ 成
年
後
見
制
度（
※
3
）に
つ
い
て

市
民
後
見
人（
※
4
）の
養
成
と
利

用
促
進

社
会
福
祉
施
設
等
に
令
和
５

年
度
ま
で
に
業
務
継
続
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
た
。
非
常
時
に
迅
速
に
行
動
で

き
る
よ
う
、
平
時
か
ら
の
研
修
や

訓
練
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
、
定
期
的
な
計
画
の
見
直
し
な

ど
が
重
要
と
考
え
る
。
実
効
性
の

あ
る
計
画
に
す
る
た
め
施
設
に
ど

う
働
き
か
け
て
い
く
の
か
。

実
効
性
を
持
た
せ
る
に
は
、

ま
ず
は
全
て
の
施
設
職
員
と

利
用
者
が
計
画
を
共
有
す
る
必
要

が
あ
る
。
会
議
や
監
査
の
場
で
、

定
期
的
な
訓
練
・
研
修
や
計
画
の

見
直
し
状
況
を
継
続
的
に
確
認
し

指
導
し
て
い
く
。
ま
た
、
被
災
時

に
人
員
や
物
資
を
確
保
で
き
る
よ

う
有
事
に
お
け
る
施
設
間
相
互
協

力
体
制
の
構
築
に
取
り
組
む
。

Ａ Ｑ 高
齢
者
施
設・障
害
者
施
設

の
業
務
継
続
計
画（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）

（
※
5
）策
定
に
つ
い
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
地
域
の
社

会
福
祉
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
民

生
委
員
は
必
要
不
可
欠
な
存
在
だ

が
、
担
い
手
が
不
足
し
て
い
る
。

一
方
、
全
国
調
査
で
「
民
生
委
員

に
な
っ
て
み
た
い
」
と
言
う
10
代

20
代
も
お
り
、
若
者
に
制
度
の
周

知
・
啓
発
を
進
め
る
こ
と
が
将
来

の
担
い
手
不
足
解
消
の
一
助
と
な

る
と
考
え
る
。
見
解
を
伺
う
。

若
い
世
代
に
詳
し
く
民
生
委

員
制
度
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な

ど
を
活
用
し
た
広
報
を
強
化
す
る
。

ま
た
、埼
玉
県
立
大
学
で
民
生
委

員
に
関
す
る
講
義
が
好
評
だ
っ
た

こ
と
か
ら
他
大
学
で
の
実
施
も
働

き
掛
け
る
。
関
係
機
関
と
連
携
し

な
が
ら
、
若
い
世
代
へ
の
一
層
の

普
及
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

Ａ Ｑ 若
年
層
か
ら
の
民
生
委
員
制
度

の
啓
発
事
業
を
進
め
る
べ
き

安心・安全

４
月
に
全
盲
の
女
性
が
踏
切

内
で
死
亡
す
る
大
変
痛
ま
し

い
事
故
が
起
き
た
。こ
れ
を
受
け
、

国
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く

特
定
道
路
に
つ
い
て
、踏
切
手
前
、

踏
切
内
に
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
を
設
け

る
よ
う
指
針
を
改
定
し
た
。93
カ

所
あ
る
本
県
の
踏
切
の
う
ち
特
定

道
路
に
あ
る
箇
所
数
と
、今
後
の

安
全
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

特
定
道
路
の
踏
切
は
川
越
市

に
２
カ
所
、深
谷
市
に
１
カ

所
あ
る
。
今
後
、
指
針
に
基
づ
き

踏
切
手
前
の
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
を
設

置
し
、
踏
切
内
に
つ
い
て
は
鉄
道

事
業
者
と
の
協
議
を
進
め
る
。
特

定
道
路
以
外
の
踏
切
に
つ
い
て
は
、

視
覚
障
害
者
団
体
に
要
望
箇
所
の

抽
出
を
依
頼
し
、
現
場
状
況
に
適

し
た
安
全
対
策
を
順
次
実
施
す
る
。

Ａ Ｑ 踏
切
に
お
け
る
視
覚
障
害
者
の
安

全
な
通
行
確
保
対
策
に
つ
い
て

「埼玉県議会の保有する個人情報の保護に
関する条例」を可決
国や地方におけるデジタル業務改革の進展
などに伴い、現行の個人情報保護制度におけ
る不統一や不整合がデータ流通の支障となり
得ることから、国では「個人情報の保護に関
する法律」の改正を行い、国・地方公共団体
等における個人情報の取り扱い等について、
全国的な共通ルールを規定しました。
こうした状況を踏まえ、県議会における個
人情報の適正な取り扱いに関して、必要な事
項を定めるとともに、県議会が保有する個人
情報の開示、訂正および利用停止を求める個
人の権利を明らかにすることにより、県議会
の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個
人の権利利益を保護することを目的とした本
条例が議員提出され、全会一致で可決されま
した。

令和5年
4月1日
施行


